
　2021(令和３)年
　10月12日

　全者、全額の賠償に応じる意思はないとの回答がそろう
　・条件付きで一部弁済を内容とする協議には応じる…１者
　・今後の刑事裁判の結果により協議に応じる…１者
　・爆発事故に責任があると考えていないため損害賠償請求に
　　は応じない…４者

島二丁目建物爆発事故に関する訴えの提起について

　※令和３年郡山市議会12月定例会に議案を提出

　２　相関図

　・これまでの経過や資料、聞き取り、弁護士相談等により、協議による解決を断念
　・関係者のうち下記の６者が民法第719条の共同不法行為者に当たると判断

 共同不法行為者（民法第719条）として損害賠償請求の訴えを提起
　　　　　・訴訟により事実関係を明らかにする。
　　　　　　・共同不法行為により請求する。（連帯債務を負わせる）

・爆発事故の関係者６者に対し、損害賠償請求
・回答期限３月末
・民事上の問題として請求

　関係機関との協議及び情報収集（福島県消防保安課、郡山消
防本部、郡山警察署、代理人弁護士等）

　６者から回答あり
　・事故原因が明らかになれば協議に応じる………２者
　・爆発の原因はガス管であり、責任がないため請求には応じ
　　ない…４者

　新たに１名を対象に加え、関係者７者に対し関係資料の提出
等を依頼

　７者から回答あり
　　・捜査資料のため提出できない…２者
　　・一部回答あり……………………４者
　　・回答拒否…………………………１者

　１　経過の概要

事　由

　島二丁目で建物爆発事故（以下「爆発事故」と表記）が発生

・加害者、被害額等を特定するための情報収集（関係資料の収
集、弁護士相談等）

時　期

　2020(令和２)年
　７月30日

　2021(令和３)年
　９月16日

　６者に対して協議による解決の最後通告

【本市の支出額】　5,531,803円
　主な項目
　・災害見舞金の支給に係る経費　　　　　　　　約130万円
　・爆発現場周辺の市道清掃に係る経費　　　　　約130万円
　・避難所運営等に要した経費　　　　　　　　　約100万円
　・固定資産税及び都市計画税の減免に係る経費　約 80万円
　・災害ごみの回収に係る経費　　　　　　　　　約 70万円

　関係者間で主張の食い違い、捜査資料のため収集が困難、刑事事件との関係性等の
理由により、協議による解決が困難

　2021(令和３)年
　６月４日

　2021(令和３)年
　９月14日

　2021(令和３)年
　３月29日

　2021(令和３)年
　５月～６月

　2021(令和３)年
　２月19日

　2020(令和２)年
　８月
　｜
　2021(令和３)年
　１月

ガス管
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資料６ 総務部総務法務課

【フランチャイザー】

株式会社レインズインターナショナル
（民法第709条 不法行為：監督義務違反）

【フランチャイジー】

株式会社髙島屋商店
（民法第709条 不法行為：防火管理義務違反）

（民法第717条 ガス管占有者の責任）

【店舗改修工事請負業者】

株式会社小西造型
（民法第715条 使用者等の責任）

【建物所有者】

芙蓉総合リース株式会社
（民法第717条 建物所有者の責任）

【ガス管所有者（ガス供給者）】

伊東石油株式会社
（民法第709条 不法行為：管理義務違反）

（民法第717条 ガス管所有者の責任）

【ガス管点検業者】

協同組合郡山エルピーガス

保安管理センター
（民法第709条 不法行為：点検指導義務違反）
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